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令和７年６月から労働安全衛生規則で、熱中症対策が義務付けられています。 

また、７月は熱中症クールワークキャンペーンの重点取組月間です。 
暑さ指数の把握と評価を行い、暑さ指数に応じた対策を講じましょう。 

 （☜職場における熱中症予防情報）  

トピック１ STOP︕熱中症 クールワークキャンペーン 

 

 

令和８年４月から高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理など

必要な措置を講じることが事業者の努力義務となり、 「高年齢者の労働災害防止の

ための指針」（エイジフレンドリー指針）が策定されました。 

エイジフレンドリー補助金もご活用ください。 
 

     

     （山口労働局ＨＰにリンク）                 （厚生労働省ＨＰにリンク）    

トピック２ エイジフレンドリー指針が策定されました 

令和８年の労働災害 

（５月末現在） 

死亡者数  ０人 

死傷者数 ２６人  

第１４次労働災害防止計画 

４年目の目標 

死亡者数 ０名 

死傷者数 １０９人以内 

 
 

 

労働保険の年度更新 

 

 

 

カスハラ対策 

（☜エイジフレンドリー指針） （☜エイジフレンドリー補助金） 


